
[新・寄付優遇税制]と

[新・認定ＮＰＯ法人制度]を使いこなす

学習会
＆

認定ＮＰＯ法人になろう!キャンペーン説明会 (※)

ＮＰＯ寄付元年！

参
加

無
料

６月からＮＰＯ法人に対する寄付の優遇税制が大幅に変わり、

「寄付した人への優遇措置」が拡充されました。
しかし、この優遇税制を受けるためには認定ＮＰＯ法人(認定特定非営利活動法人)にならなければなりません。

これまではこのハードルが非常に高くほとんどのＮＰＯ法人が諦めていましたが、

この改正で認定ＮＰＯ法人制度も大幅に緩和され

「3000 円の寄付者が 100 人いれば２年間で認定ＮＰＯになれる」ようになりました。
さらに来年 4月からは、２年間だけ認定ＮＰＯ法人と同等の寄付控除ができる

「仮認定ＮＰＯ法人制度」も施行されます。
●

この講座では新寄付税制と新認定ＮＰＯ法人制度について分かりやすくお伝えするとともに、

本会がこれから行なう「認定ＮＰＯ法人になろう！キャンペーン」の説明会を実施します。

（金)13時～16時

とちぎ青少年センター
(宇都宮市駒生1-1-6 電話028-624-2203)10/2810/28

第１部●講座 (13：30-15：00)

「ＮＰＯ寄付元年！―新寄付税制と
　　　　　認定ＮＰＯ法人制度学習会」
●講師 /関口宏聡さん
　　　　　（シーズ＝市民活動を支える制度をつくる会）

1999 年のＮＰＯ法の成立から今回のＮＰＯ制度の大改正、寄付税制の

成立もシーズのロビー活動がなければできなかった！　ＮＰＯ法制度

の立役者であるシーズから講師を招き講座を行ないます。

第２部●説明会 (15：00-16：00)

「認定ＮＰＯ法人になろう！キャンペーン」について
※本会が栃木県から受託・実施する「認定ＮＰＯ法人になろう！キャ

ンペーン」の説明会です。同キャンペーンは、認定ＮＰＯ法人にな

ろうとする団体から１名ずつファンドレイザーを募り、月１回の内

部・外部研修を実施し、仮認定期間内に認定ＮＰＯ法人になること

にチャレンジする共同プログラムです。新聞紙面買い取りなどの方

法で広報を行い、県民に対して認定ＮＰＯ法人の認知も広げます。

●説明 /矢野正広 (本会事務局長 )
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10/28「新・寄付税制と新・認定ＮＰＯ法人制度」学習会＆
「認定ＮＰＯになろう！キャンペーン」説明会

申込書

所属団体名（　　　　　　　　　　　　　　　）ＮＰＯ法人格（□有　□無　）

氏名　　　　　　　　　役職（　　　　　　　　）実務経験（　　年）

住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

連絡先 (□職場　□自宅 )　電話番号　　　　　　　ＦＡＸ　　　　　　　　　

メール　　　　　　　　　　　

参加動機　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

認ＮＰＯ法人について：　□取りたい　□考え中　□その他（　　　　　　　）

ＦＡＸ 028-623-6036


